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衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
日
本
国
内
居
住
者
の
海
外
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
る
所
得
に
対
す
る
課
税
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
日
本
国
内
居
住
者
の
海
外
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
る
所
得
に
対
す
る
課
税
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
該
当
者
の
間
」
や
「
日
本
国
内
に
拠
点
の
あ
る
企
業
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
税
庁
と
し
て
は
、
同
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
（
よ
く
あ
る
税
の
質
問
）
Ｎ
ｏ.

二
〇
一
〇 

納
税
義
務
者
と
な
る
個
人
」
に
お
い
て
、
非
永
住
者
以
外
の
居
住
者
は
、
所
得
が
生
じ
た
場
所
が
日
本
国
の
内

外
を
問
わ
ず
、
そ
の
全
て
の
所
得
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
旨
を
、
ま
た
、
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
国
税
に
お
け
る
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
へ
の
対
応
と
申
告
や
納
税
な
ど
の
当
面
の
税
務
上
の
取
扱
い
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ
」
に
お
い
て
、

居
住
者
が
外
国
法
人
の
業
務
に
従
事
し
、
当
該
外
国
法
人
か
ら
給
与
を
受
け
取
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
に
係
る
給

与
所
得
を
計
算
し
、
確
定
申
告
書
の
提
出
及
び
納
税
が
必
要
と
な
る
旨
を
周
知
し
て
お
り
、
引
き
続
き
、
必
要
な
周
知
に
努

め
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

国
税
庁
と
し
て
は
、
非
居
住
者
に
係
る
金
融
口
座
情
報
を
各
国
税
務
当
局
間
で
自
動
的
に
交
換
す
る
た
め
の
共
通
報
告
基



 

２ 

 

準
に
基
づ
き
提
供
さ
れ
た
金
融
口
座
情
報
を
含
め
、
租
税
条
約
等
に
基
づ
く
情
報
交
換
に
よ
り
得
ら
れ
る
情
報
を
活
用
す
る

な
ど
し
て
、
国
外
に
お
い
て
生
じ
た
所
得
の
把
握
も
行
っ
た
上
で
、
適
正
か
つ
公
平
な
課
税
の
確
保
に
努
め
て
い
る
。 


